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高知医療センター各局（看護局・薬剤局・医療技術局・栄養局・事務局）による 

クリニカルインディケーター (C.I.)2012

薬剤局「薬学的管理の質」インディケーター

（平成 23年度）

指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出
単位

薬剤管理指導実施件数
（件）

分子：ー　分母：ー
備考：入院患者への医薬品の適正使用と安全管理に対する薬剤師
の貢献度としての指標。

年度

年度

年度

年度

年度

年度

薬剤管理指導実施率
（％）

分子：実施実患者数  分母：全入院実患者数
備考：入院患者への医薬品の適正使用と安全管理に対する薬剤師
の貢献度としての指標。

外来における抗がん剤
注射の無菌調製実施率
（％）

分子：抗がん剤注射の無菌調製件数
分母：全外来抗がん剤注射処方件数
備考：抗がん剤の安全使用に関する指標。

入院における抗がん剤
注射の無菌調製実施率
（％）

分子：抗がん剤注射の無菌調製件数　
分母：全外来抗がん剤注射処方件数
備考：抗がん剤の安全使用に関する指標。

抗MRSA薬の治療薬物モ
ニタリング（TDM）実施率
（％）

分子：抗MRSA薬血中濃度測定患者数
分母：抗MRSA薬投与患者数
備考：抗MRSA薬の適正使用に関する指標。

薬剤局に関連する各種
認定資格取得者数
（延べ人数）

分子：ー　分母：ー
備考：特定の専門領域の認定資格取得者の人数により、薬剤師によ
る薬物療法への支援業務の質が向上する。

指標
番号

薬剤
１

薬剤
2

薬剤
3

薬剤
4

薬剤
5

薬剤
６

1

1

3

3

2

1

1

3

3

2

日本医療薬学会指導薬剤師

日本医療薬学会認定薬剤師

日本薬剤師研修センター認定実務指導
薬剤師

日本病院薬剤師会認定指導薬剤師

日本病院薬剤師会がん薬物療法認定
薬剤師

日本病院薬剤師会感染制御認定薬剤師

日本化学療法学会抗菌化学療法認定
薬剤師

日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチ
ーム専門薬剤師

日本臨床救急医学会救急認定薬剤師

各種資格取得人数内訳 各種資格取得人数内訳H21 H22 H21 H22

1

1

2

-

1

1

2

2

H23

16302 17377 17303

64.2 65.9 67.1

94.9 97.6 99.6

95.2 93.5 91.9

78.2 71.9 79.9

14 17 16

H23 H23

-

-

5

3

2

1

2

2

2

　薬剤局では、「見える臨床薬剤師をめざして、より信頼され、よ
り親しまれる薬学的ケアサービスを実践する」を理念として、開院
時から院内の薬物治療に積極的に関わってきました。また同時に
、医薬品使用時における医療安全の推進や薬剤局職員の教育・研
修、学会活動などを奨励し、職員の臨床薬剤師としての専門性の
資質向上を図るなど、薬物療法に対する支援の質を高めるため
に様々な取組みを行ってきました。そのうちの一つに、開院当時、
あまり行われていなかった薬剤師の病棟常駐による薬剤管理指
導があります。この指導業務については、多くの病院においてマン
パワー不足の問題から、対象となる患者の実施率は高くなく、そ
のような背景から当院では、できるだけたくさんの入院患者さん
の薬物療法に薬剤師が関われるように、調剤、製剤、DI等の業務
を効率化し、限られたマンパワーの多くを傾注できるような業務
体制を構築してきました。
　表に薬剤局のクリニカルインディケータとしている指標の経時
的な推移を示しましたが、その中で、薬剤管理指導の件数および
指導実施率は、病棟での薬剤業務がどの程度実施できているか
を示す客観的な評価指標で、薬剤局では薬物療法の支援状況を
確認する情報として利用しています。実施率は年度ごとに僅かで
すが上昇し、平成23年度は67.1％でしたが、目標値は80％以上
としており、今後マンパワーの確保と他の業務の更なる効率化の
検討が必要となっています。本年度4月の診療報酬改定により、薬
剤管理指導とは別に病棟薬剤業務実施加算（入院基本料への加
算）が新設されました。この二つの病棟業務の違いは、病棟薬剤
業務は「主に投薬前の患者に対する業務、医薬品の情報、管理に
関する業務、他の医療スタッフとのコミュニケーション」として、薬

剤管理指導業務は「主に投薬以後の患者に対する業務」として
それぞれ位置づけられています。当院では、今年度は病棟薬剤業
務を実施していないため、この指標については、今後の診療報酬
改定の動向を見ながらその位置づけを考えたいと思っています。
　また、その他、抗がん剤注射の無菌調製実施率は、薬剤師が抗
がん剤注射の無菌的調製を行った割合を示したものです。具体
的には、ハイリスク薬である抗がん剤の投与量・方法、投与スケジ
ュール、休薬期間の確保などの注射処方内容を薬剤師が厳重に
監査し、抗がん剤の被爆防止や無菌製を確保した調製などの業
務であり、その実施率は100％を目標値として設定しています。平
成23年度は99.6％と、ほぼ目標を達成しています。
　抗MRSA薬のTDM (Therapeutic Drug Monitoring)実施率
は、主に入院患者さんのMRSA感染等に使用された注射用抗
MRSA薬（バンコマイシン、テイコププラニン、アルベカシン）の血
中濃度測定により薬剤師が直接投与設計を行った割合を示したも
ので、平成23年度は79.9％でした。この実施率は100％を目標とす
べき指標であることから、今後、薬剤師へのTDM依頼について医師
へ啓発を行うとともに、全ての入院患者さんに病棟業務を通じて薬
物療法の支援を行っていくことが課題であると考えています。
　現在、薬剤局では薬剤師の専門性を高めるために、様々な研修
や学会活動に参加するように職場を挙げて取り組んでいます。表
に各種資格の取得者数を示しましたが、この他にもそれぞれの薬
物療法に特化した専門、認定制度があり、さらに取得者を拡大し、
より有用で安全な薬物療法を支援できる体制を作り上げていきた
いと考えています。

看護局「看護の質」インディケーター２０１２
指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出

単位

経験年数5年以上の看護師
の締める割合（％）

分子：経験5年以上の看護師数　
分母：看護師（正規職員）数
備考：一般的に経験年数5年以上の看護師はジェネラリストとし
て臨床診断能力や実践能力を備えている。

年度

年度各種専門領域認定資格取
得者数（延べ人数）

分子：各種専門領域認定資格取得者数  分母：－
備考：特定の専門領域の認定資格取得や研修修了者数は看護
ケアの質に影響する。

がん看護専門看護師 2
1
-
-
1
1

1
2
1
1
8
-

7

8
6

小児看護専門看護師

皮膚排泄ケア認定看護師
感染管理認定看護師
集中ケア認定看護師
救急看護認定看護師
不妊症看護認定看護師
がん化学療法看護認定看護師
日本糖尿病療養指導士

日本インターベンショナルラジオロジー
学会認定IVR看護師
呼吸療法士
消化器科内視鏡技師

リンパ浮腫指導技能者養成講座修了者
心臓リハビリテーション指導士
AIDS診療従事者研修修了者
院内臓器移植コーディネータ養成研修
修了者
中四国ストーマリハビリテーション講習
会修了者
専門分野「がん」における質の高い看護
師養成研修修了者
専門分野「糖尿病」における質の高い看
護師養成研修修了者

各種資格取得人数内訳 各種資格取得人数内訳H21 H22

2
1
-
-
1
1

2
3
2
1
5
-

9

15
13

部署別の多職種カンファレ
ンス実施件数 年度

年度

分子：実施件数　分母：－　
備考：チーム医療の実施状況を示す。

デスカンファレンス開催率
（％）

分子：カンファレンス件数  分母：死亡退院患者数　
備考：家族および職員のグリーフケアが行われた割合を示す。

指標
番号

看護
１

看護
２

看護
３
看護
４

3
7
1

3

3

8

1

-

-

-

-
-
-

H21 H22

3
6
1

1

14

10

1

-

-

-

-
-
-

H23

72.82 73.06 69.31

精神看護専門看護師
老人看護専門看護師

日本看護協会認定看護管理者

日本癌治療学会認定データマネージャー
栄養サポートチーム専門療養士実施修練
修了(NST専門療養士）
医療安全管理者養成講習会
災害派遣医療チーム研修
高知県臓器移植院内コーディネーター
コンチネンスセミナー初級

H23 H23

65 91 118

- -

15.24 6.66 6.32

1024

2
1
1
1
1
1

2
3
2
1
5
3

9

13
12

3
6
1

1

18

10

1

5

2

3
6

3
1

　日本の看護は看護学研究が進み、エビデンスに基づいた看護
行為が増え、診療報酬に反映されるようになり、専門職としての
独自性を確立してきました。しかし、いまだに看護の「質」評価につ
いての客観的指標は確立していません。また「日本において、大規
模なデータベースを用いた定量的な看護の質評価は行われてい
ない」(本頁最下段の小林氏論文より）現状にあります。
　看護の質評価は、患者さんにより良い看護ケアを提供するため
に看護サービスの内容を測定し、基準に基づいて評価を加えるも
のです。また、看護の質評価は、一定水準を満たしていることを確
認することで目的が達成されるわけではなく、質の改善を目的と
しています。すなわち、他の施設と比較し優位に立つために行う
のではなく、自らの前回の評価結果と比較してより向上している
ことが求められます。
　看護局では2008年に「看護の質評価指標」6項目を規定しまし
た。データを収集し、これらのデータが改善、向上するよう局内で
共有し取り組んできました。しかし、看護の質評価は患者さんに対
して行う看護と、それが患者さんにもたらす結果を常に吟味しなが
らより良い看護に改善していくための継続的な活動であります。看
護の質を継続的にモニタリングし改善していくためには、過去に規
定した指標だけでは不十分であることがわかりました。そこで、
2011年度にナーシング・インディケータ（看護の指標）プロジェク
トを立ち上げ、数値化できる28の指標を規定し、2012年度よりこ
れらの項目についてデータ収集を開始しました。規定した指標デ

ータは「改善目標としてのデータ」と位置付け、指標データの変
化を観察・分析し、改善策の提案と実践活動を行う、すなわち
PDCAサイクルを実践するための根拠となります。また、一定期
間ごとにデータを可視化することでパフォーマンスが向上すると
考えています。
　今回は2011年度の4つの指標データを報告させていただきま
した。以下に指標とした根拠を述べています。①経験年数5年以上
の看護師のしめる割合は、「一般的に経験年数5年以上の看護師
はジェネラリストとしての臨床実践能力を備えている」、②各種資
格取得人数は、「特定の専門領域の認定資格取得や研修終了者
は看護ケアの質に貢献する」、③他職種カンファレンスは、「チーム
医療の実施状況を示す」、④デスカンファレンス実施率は、「家族
および職員のグリーフケアが行われた割合を示す」という考えに
基づいています。この他、24の指標についても局内でデータを共
有し、データ改善への取り組みを行っています。また、昨年度規定し
た指標については本年度より「看護の質評価委員会」の中で洗練
化の作業を進めています。
　2012年度には勝原裕美子さん等の研究成果として看護のアウ
トカムを表現する26の看護指標が示され、今後看護の質評価指
標の開発が進んでいくものと考えております。私たち看護局も国
内外の看護の質評価指標開発に関する研究成果を参考に、高知
医療センターのナーシング・インディケータを開発、洗練化してい
きたいと考えております。

　

参考文献：小林美亜：看護の質をどう評価するか 米国・英国における指標開発の取り組みと日本の課題，
週間医学界新聞第2987号　2012年7月23日　

C.I.
2012

看護局における「医療の質向上への取り組み」について　看護局　寺岡美千代

薬剤局における「医療の質向上への取り組み」について　薬剤局長　服部暁昌
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高知医療センター各局（看護局・薬剤局・医療技術局・栄養局・事務局）による 

クリニカルインディケーター (C.I.)2012

薬剤局「薬学的管理の質」インディケーター

（平成 23年度）

指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出
単位

薬剤管理指導実施件数
（件）

分子：ー　分母：ー
備考：入院患者への医薬品の適正使用と安全管理に対する薬剤師
の貢献度としての指標。

年度

年度

年度

年度

年度

年度

薬剤管理指導実施率
（％）

分子：実施実患者数  分母：全入院実患者数
備考：入院患者への医薬品の適正使用と安全管理に対する薬剤師
の貢献度としての指標。

外来における抗がん剤
注射の無菌調製実施率
（％）

分子：抗がん剤注射の無菌調製件数
分母：全外来抗がん剤注射処方件数
備考：抗がん剤の安全使用に関する指標。

入院における抗がん剤
注射の無菌調製実施率
（％）

分子：抗がん剤注射の無菌調製件数　
分母：全外来抗がん剤注射処方件数
備考：抗がん剤の安全使用に関する指標。

抗MRSA薬の治療薬物モ
ニタリング（TDM）実施率
（％）

分子：抗MRSA薬血中濃度測定患者数
分母：抗MRSA薬投与患者数
備考：抗MRSA薬の適正使用に関する指標。

薬剤局に関連する各種
認定資格取得者数
（延べ人数）

分子：ー　分母：ー
備考：特定の専門領域の認定資格取得者の人数により、薬剤師によ
る薬物療法への支援業務の質が向上する。

指標
番号

薬剤
１

薬剤
2

薬剤
3

薬剤
4

薬剤
5

薬剤
６

1

1

3

3

2

1

1

3

3

2

日本医療薬学会指導薬剤師

日本医療薬学会認定薬剤師

日本薬剤師研修センター認定実務指導
薬剤師

日本病院薬剤師会認定指導薬剤師

日本病院薬剤師会がん薬物療法認定
薬剤師

日本病院薬剤師会感染制御認定薬剤師

日本化学療法学会抗菌化学療法認定
薬剤師

日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチ
ーム専門薬剤師

日本臨床救急医学会救急認定薬剤師

各種資格取得人数内訳 各種資格取得人数内訳H21 H22 H21 H22

1

1

2

-

1

1

2

2

H23

16302 17377 17303

64.2 65.9 67.1

94.9 97.6 99.6

95.2 93.5 91.9

78.2 71.9 79.9

14 17 16

H23 H23

-

-

5

3

2

1

2

2

2

　薬剤局では、「見える臨床薬剤師をめざして、より信頼され、よ
り親しまれる薬学的ケアサービスを実践する」を理念として、開院
時から院内の薬物治療に積極的に関わってきました。また同時に
、医薬品使用時における医療安全の推進や薬剤局職員の教育・研
修、学会活動などを奨励し、職員の臨床薬剤師としての専門性の
資質向上を図るなど、薬物療法に対する支援の質を高めるため
に様々な取組みを行ってきました。そのうちの一つに、開院当時、
あまり行われていなかった薬剤師の病棟常駐による薬剤管理指
導があります。この指導業務については、多くの病院においてマン
パワー不足の問題から、対象となる患者の実施率は高くなく、そ
のような背景から当院では、できるだけたくさんの入院患者さん
の薬物療法に薬剤師が関われるように、調剤、製剤、DI等の業務
を効率化し、限られたマンパワーの多くを傾注できるような業務
体制を構築してきました。
　表に薬剤局のクリニカルインディケータとしている指標の経時
的な推移を示しましたが、その中で、薬剤管理指導の件数および
指導実施率は、病棟での薬剤業務がどの程度実施できているか
を示す客観的な評価指標で、薬剤局では薬物療法の支援状況を
確認する情報として利用しています。実施率は年度ごとに僅かで
すが上昇し、平成23年度は67.1％でしたが、目標値は80％以上
としており、今後マンパワーの確保と他の業務の更なる効率化の
検討が必要となっています。本年度4月の診療報酬改定により、薬
剤管理指導とは別に病棟薬剤業務実施加算（入院基本料への加
算）が新設されました。この二つの病棟業務の違いは、病棟薬剤
業務は「主に投薬前の患者に対する業務、医薬品の情報、管理に
関する業務、他の医療スタッフとのコミュニケーション」として、薬

剤管理指導業務は「主に投薬以後の患者に対する業務」として
それぞれ位置づけられています。当院では、今年度は病棟薬剤業
務を実施していないため、この指標については、今後の診療報酬
改定の動向を見ながらその位置づけを考えたいと思っています。
　また、その他、抗がん剤注射の無菌調製実施率は、薬剤師が抗
がん剤注射の無菌的調製を行った割合を示したものです。具体
的には、ハイリスク薬である抗がん剤の投与量・方法、投与スケジ
ュール、休薬期間の確保などの注射処方内容を薬剤師が厳重に
監査し、抗がん剤の被爆防止や無菌製を確保した調製などの業
務であり、その実施率は100％を目標値として設定しています。平
成23年度は99.6％と、ほぼ目標を達成しています。
　抗MRSA薬のTDM (Therapeutic Drug Monitoring)実施率
は、主に入院患者さんのMRSA感染等に使用された注射用抗
MRSA薬（バンコマイシン、テイコププラニン、アルベカシン）の血
中濃度測定により薬剤師が直接投与設計を行った割合を示したも
ので、平成23年度は79.9％でした。この実施率は100％を目標とす
べき指標であることから、今後、薬剤師へのTDM依頼について医師
へ啓発を行うとともに、全ての入院患者さんに病棟業務を通じて薬
物療法の支援を行っていくことが課題であると考えています。
　現在、薬剤局では薬剤師の専門性を高めるために、様々な研修
や学会活動に参加するように職場を挙げて取り組んでいます。表
に各種資格の取得者数を示しましたが、この他にもそれぞれの薬
物療法に特化した専門、認定制度があり、さらに取得者を拡大し、
より有用で安全な薬物療法を支援できる体制を作り上げていきた
いと考えています。

看護局「看護の質」インディケーター２０１２
指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出

単位

経験年数5年以上の看護師
の締める割合（％）

分子：経験5年以上の看護師数　
分母：看護師（正規職員）数
備考：一般的に経験年数5年以上の看護師はジェネラリストとし
て臨床診断能力や実践能力を備えている。

年度

年度各種専門領域認定資格取
得者数（延べ人数）

分子：各種専門領域認定資格取得者数  分母：－
備考：特定の専門領域の認定資格取得や研修修了者数は看護
ケアの質に影響する。

がん看護専門看護師 2
1
-
-
1
1

1
2
1
1
8
-

7

8
6

小児看護専門看護師

皮膚排泄ケア認定看護師
感染管理認定看護師
集中ケア認定看護師
救急看護認定看護師
不妊症看護認定看護師
がん化学療法看護認定看護師
日本糖尿病療養指導士

日本インターベンショナルラジオロジー
学会認定IVR看護師
呼吸療法士
消化器科内視鏡技師

リンパ浮腫指導技能者養成講座修了者
心臓リハビリテーション指導士
AIDS診療従事者研修修了者
院内臓器移植コーディネータ養成研修
修了者
中四国ストーマリハビリテーション講習
会修了者
専門分野「がん」における質の高い看護
師養成研修修了者
専門分野「糖尿病」における質の高い看
護師養成研修修了者

各種資格取得人数内訳 各種資格取得人数内訳H21 H22

2
1
-
-
1
1

2
3
2
1
5
-

9

15
13

部署別の多職種カンファレ
ンス実施件数 年度

年度

分子：実施件数　分母：－　
備考：チーム医療の実施状況を示す。

デスカンファレンス開催率
（％）

分子：カンファレンス件数  分母：死亡退院患者数　
備考：家族および職員のグリーフケアが行われた割合を示す。

指標
番号

看護
１

看護
２

看護
３
看護
４

3
7
1

3

3

8

1

-

-

-

-
-
-

H21 H22

3
6
1

1

14

10

1

-

-

-

-
-
-

H23

72.82 73.06 69.31

精神看護専門看護師
老人看護専門看護師

日本看護協会認定看護管理者

日本癌治療学会認定データマネージャー
栄養サポートチーム専門療養士実施修練
修了(NST専門療養士）
医療安全管理者養成講習会
災害派遣医療チーム研修
高知県臓器移植院内コーディネーター
コンチネンスセミナー初級

H23 H23

65 91 118

- -

15.24 6.66 6.32

1024

2
1
1
1
1
1

2
3
2
1
5
3

9

13
12

3
6
1

1

18

10

1

5

2

3
6

3
1

　日本の看護は看護学研究が進み、エビデンスに基づいた看護
行為が増え、診療報酬に反映されるようになり、専門職としての
独自性を確立してきました。しかし、いまだに看護の「質」評価につ
いての客観的指標は確立していません。また「日本において、大規
模なデータベースを用いた定量的な看護の質評価は行われてい
ない」(本頁最下段の小林氏論文より）現状にあります。
　看護の質評価は、患者さんにより良い看護ケアを提供するため
に看護サービスの内容を測定し、基準に基づいて評価を加えるも
のです。また、看護の質評価は、一定水準を満たしていることを確
認することで目的が達成されるわけではなく、質の改善を目的と
しています。すなわち、他の施設と比較し優位に立つために行う
のではなく、自らの前回の評価結果と比較してより向上している
ことが求められます。
　看護局では2008年に「看護の質評価指標」6項目を規定しまし
た。データを収集し、これらのデータが改善、向上するよう局内で
共有し取り組んできました。しかし、看護の質評価は患者さんに対
して行う看護と、それが患者さんにもたらす結果を常に吟味しなが
らより良い看護に改善していくための継続的な活動であります。看
護の質を継続的にモニタリングし改善していくためには、過去に規
定した指標だけでは不十分であることがわかりました。そこで、
2011年度にナーシング・インディケータ（看護の指標）プロジェク
トを立ち上げ、数値化できる28の指標を規定し、2012年度よりこ
れらの項目についてデータ収集を開始しました。規定した指標デ

ータは「改善目標としてのデータ」と位置付け、指標データの変
化を観察・分析し、改善策の提案と実践活動を行う、すなわち
PDCAサイクルを実践するための根拠となります。また、一定期
間ごとにデータを可視化することでパフォーマンスが向上すると
考えています。
　今回は2011年度の4つの指標データを報告させていただきま
した。以下に指標とした根拠を述べています。①経験年数5年以上
の看護師のしめる割合は、「一般的に経験年数5年以上の看護師
はジェネラリストとしての臨床実践能力を備えている」、②各種資
格取得人数は、「特定の専門領域の認定資格取得や研修終了者
は看護ケアの質に貢献する」、③他職種カンファレンスは、「チーム
医療の実施状況を示す」、④デスカンファレンス実施率は、「家族
および職員のグリーフケアが行われた割合を示す」という考えに
基づいています。この他、24の指標についても局内でデータを共
有し、データ改善への取り組みを行っています。また、昨年度規定し
た指標については本年度より「看護の質評価委員会」の中で洗練
化の作業を進めています。
　2012年度には勝原裕美子さん等の研究成果として看護のアウ
トカムを表現する26の看護指標が示され、今後看護の質評価指
標の開発が進んでいくものと考えております。私たち看護局も国
内外の看護の質評価指標開発に関する研究成果を参考に、高知
医療センターのナーシング・インディケータを開発、洗練化してい
きたいと考えております。

　

参考文献：小林美亜：看護の質をどう評価するか 米国・英国における指標開発の取り組みと日本の課題，
週間医学界新聞第2987号　2012年7月23日　

C.I.
2012

看護局における「医療の質向上への取り組み」について　看護局　寺岡美千代

薬剤局における「医療の質向上への取り組み」について　薬剤局長　服部暁昌
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　医療技術局は臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、歯
科衛生士、言語聴覚士、視能訓練士の現状６職種から構成され、治
療や検査に専門技術を提供しています。
　良質な専門技術を提供するためには、各職種の専門技術の向上
や医療機器等の品質管理、検査・治療の安全性への追求が医療技
術局の質の向上へとつながると考えられます。
　専門技術向上への取組みとして、各職種での平均技術力の底上
げや先端技術導入等の進化する専門性への対応があり、勉強会や
カンファレンスの開催に加え、学術集会・院外講習会への参加の推
進を行い、最新知識や技術習得とモチベーションアップを図ると共
に、各職種の認定資格取得を推進し、進化する技術の専門性に対
応できる人材育成を行い、さらなる専門技術向上に取り組んでいま
す。現在１６種類２６名が認定資格を取得し、それぞれの専門分野
で大きな役割を果たしています。
　医療技術局では常に正確で確実な検査・治療を行うために、医

療機器の日常点検や定期点検を行い医療機器の品質管理を行う
と共に、院内の定期精度管理や外部精度管理調査に参加し、外部
評価による品質管理を行い、正確で確実な検査・治療に取り組んで
います。
　安全性への取組みは、事故防止や放射線被ばく低減に対して、
安全性が考慮された機器導入や高精度機器の導入に加え、放射
線検査やＭＲＩ検査などの危険な場所では、入室訓練や安全研修
会を開催し、安全マニュアルに沿った手順により事故の減少・防止
しに取り組んでいます。
　今回、技術局の医療の質の指標としては、専門技術向上におい
て、認定資格取得状況および技術力が評価できる病理迅速検査件
数と検体検査報告時間を掲示しました。また、安全性への取組み指
標としては、安全性へ最も取り組んでいるＭＲＩへの持ち込み禁止
物によるアクシデント発生率を掲示しました。

　医療における質はStructure(医療提供体制)、Process(臨床過
程)、Outcome(治療結果)によって捉えられ、適切な指標により継
続的に収集して分析・活用することが必要と言われています。
　当院は開院以来、各フロアに管理栄養士を常駐させ、医師、看
護師、薬剤師等とチーム医療による臨床栄養管理を実践してきま
した。近年、医師が実施する治療を効果的にするために、適切な
栄養評価と栄養管理の実施が極めて重要とされ、多くの研究が
報告されています。このことから、多職種との連携による栄養サ
ポートチームの中心的存在として、栄養を専門とする管理栄養士
の役割と必要性が定着してきつつあり、益々管理栄養士の専門
性を発揮するためのスキルアップが必要となってきました。このよ

うな現状から、栄養局では、専門領域の認定資格取得を医療の質
指標とし、積極的に学会発表や研修会に参加し、自己研鑽に努め、
認定資格取得に取り組んでいます。認定資格を取得することで、医
師やコメディカルスタッフとの共通用語の理解や、適切な栄養管理
の提案と実施が可能となり、より質の高い栄養管理の実施につな
げることが可能となります。
　次に管理栄養士が行う医療業務の一つに、治療食の必要な患
者さんに実施する栄養食事指導があります。糖尿病や脂質異常
症、慢性腎臓病などの生活習慣病は、食生活改善による食事療法
が必要となってきます。基本的に、医師の指示により指導を実施
しますが、管理栄養士は病状や臨床検査データの推移を、専門的

医療技術局「医療技術の質」インディケーター2012
分子 /分母および備考指標

番号 指標名称 H21 H22
算出
単位

病理迅速検査件数（件）

年度

年度

年度

年度

分子：組織診・細胞診の迅速検査件数　分母：ー

外来検体検査の報告
に要した時間（分）

ＭＲＩ検査室への持込
禁止物によるアクシデ
ント発生率（％）

分子：持込禁止物の持込によるアクシデント発生件数　
分母：ＭＲＩ検査実施件数
備考：ＭＲＩ検査では持込禁止物を持ち込むことによって、強力磁石によ
る吸着事故、高周波による火傷等の重大事故につながる。MRI検査の
安全性を評価する目的で、持込禁止物の持ち込み発生率を指標とし
た。H23年度の分母は7,796件、分子は3件。

医技
１

医技
2

分子：ガス、生化学、血糖、CBC、凝固の報告時間の統計　
分母：上記5項目それぞれの検査件数
備考：報告時間は、検体が検体検査室受付登録から、結果が電子カル
テ上に送信されるまでの平均時間。H23年度の項目別報告時間はガス
2分、生化学31分、血糖16分、CBC6分、凝固22分、尿17分。

医技
3

H23

0.06 0.00 0.04

12 13 18

384 423 404

細胞検査士 2

1

2

3

2

1

1

0

認定臨床エンブリオロジスト

超音波検査士（消化器）

輸血検査技師

認定HLA検査技術者

認定心電検査技師

心臓リハビリテーション指導士

核医学専門技師

放射線治療専門放射線技師

放射線治療品質管理士

検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師

救急撮影技師

各種資格取得人数内訳 各種資格取得人数内訳H21 H22

2

1

2

3

1

1

1

2

1

2

1

1

2

0

0

0

H21 H22

2

2

1

1

3

0

1

1

超音波検査士（血管領域）

超音波検査士（循環器）

放射線管理士

医療機器情報コミュニケータ（MDIC)

H23 H23

2

1

2

3

1

1

1

2

2

2

1

1

4

1

1

1

各種認定資格取得者数
（延べ人数）

医技
４

19 24 26 分子：各種専門領域認定資格取得者数  分母：－
備考：各分野の専門技術の質が向上する

な立場で評価し、指導の必要性を医師に提案しています。医師の承
認を得て、指導を実施しますが、管理栄養士の適切な指導により食
事療法のアドヒアランスと治療効果につなげることで、患者さんの
QOL向上及び医療の質を高めることになります。そこで、まず治療
食加算対象患者さんに対して、必要な栄養食事指導が適切に実施
できているかを評価することとしました。

　適切な指標を示すためには、臨床現場が理解・納得できる情報を
継続的に収集し，その情報を分析・活用することが必要です。今後
は、アウトカム評価として栄養管理による感染症抑制、在院日数の
短縮、糖尿病食事指導におけるHbA1cの推移等を治療効果の指
標として検討していきたいと考えています。

指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出
単位

治療食加算対象患者に対
する栄養指導実施率（％）

分子：個人・集団栄養指導の実施件数　
分母：治療食加算対象患者数年度

年度
栄養局に関連する各種認定
資格取得者数
（延べ人数）

分子：ー　分母：ー
備考：特定の専門領域の認定資格取得者の人数により、管理栄養
士による栄養管理および栄養治療の質が向上する。

指標
番号

栄養
１

栄養
２ 糖尿病療養指導士（日本糖尿病療養指導士認定機構） 3

0

0

栄養サポートチーム（ＮＳＴ）専門管理栄養士（日本静脈経腸栄養学会認定）

ＴＮＴ－Ｄ認定管理栄養士（日本栄養士会認定）

各種資格取得人数内訳 H21 H22

3

1

1

16.2

H23

19.7 35.0

3 5 5

H23

2

1

2

栄養局「臨床栄養管理の質」インディケーター

指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出
単位

診療報酬請求業務の精度
向上（査定率%）

分子：保険請求に係るレセプトの総減点点数　
分母：保険請求に係る請求レセプトの総点数

年度

年度

年度

指標
番号

事務
１

事務
3

0.27

H23

0.27 0.33

事務局に関連する各種認定
資格取得者数
（延べ人数）

分子：ー　分母：ー
備考：特定の専門領域の認定資格取得者の人数により、事務職に
よる医療事務の質が向上する。

10 13 18

事務局「医療事務管理の質」インディケーター

診療報酬請求業務の精度
向上（返戻率%）

事務
2 1.57 1.37 1.34 分子：保険請求に係る返戻レセプトの件数

分母：保険請求に係る請求レセプトの件数

　事務局はＩＴセンター、地域医療センターを加え、行政職、診療情報
管理士、医療ソーシャルワーカー等の職種で構成されています。
　事務局では、診療報酬請求、ＩＴシステムの管理、退院調整等の業
務が「医療の質向上」につながると考えています。
　今回、事務局の医療の質の指標として、診療報酬請求業務の精

度向上を示す「査定率・返戻率」、診療情報管理、システム管理、退
院調整等の業務に必要となる各種認定資格として、「診療情報管
理士、医療情報技師、社会福祉士、精神保健福祉士」の資格取得者
数を掲示いたしました。

訂正とお詫び：

精神保健福祉士

診療情報管理士 2

0

5

3

医療情報技師

社会福祉士

各種資格取得人数内訳 H21 H22

3

2

5

3

H23

5

2

7

4

褥瘡発生率

一言コメント：ここは d2 以上の褥瘡。本院は別に d1 以上の褥瘡発生についても公表している。
褥瘡専門看護師の眼が行き届いている？

分子：調査期間における
分母対象患者のうち、d2
以上の褥瘡の院内新規発
生患者数
分母：入院延べ患者数

高知医療センター

にじ 12 月号（2012
年、第 86 号）の P3
に掲載しました、「褥
瘡発生率」の表に相
違がありました。読
者の皆さまならびに
関係各位にご迷惑を
お掛けしましたこと
をお詫びするととも
に、ここに改めまし
て、正しい表を掲載
させていただきます。

医療技術局における「医療の質向上への取り組み」について　医療技術局長　楠目雅彦

栄養局における「医療の質向上への取り組み」について　栄養局長　渡邊慶子

事務局における「医療の質向上への取り組み」について　事務局長　周藤健史



４　にじ　FEBRUARY FEBRUARY　にじ　５

　医療技術局は臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、歯
科衛生士、言語聴覚士、視能訓練士の現状６職種から構成され、治
療や検査に専門技術を提供しています。
　良質な専門技術を提供するためには、各職種の専門技術の向上
や医療機器等の品質管理、検査・治療の安全性への追求が医療技
術局の質の向上へとつながると考えられます。
　専門技術向上への取組みとして、各職種での平均技術力の底上
げや先端技術導入等の進化する専門性への対応があり、勉強会や
カンファレンスの開催に加え、学術集会・院外講習会への参加の推
進を行い、最新知識や技術習得とモチベーションアップを図ると共
に、各職種の認定資格取得を推進し、進化する技術の専門性に対
応できる人材育成を行い、さらなる専門技術向上に取り組んでいま
す。現在１６種類２６名が認定資格を取得し、それぞれの専門分野
で大きな役割を果たしています。
　医療技術局では常に正確で確実な検査・治療を行うために、医

療機器の日常点検や定期点検を行い医療機器の品質管理を行う
と共に、院内の定期精度管理や外部精度管理調査に参加し、外部
評価による品質管理を行い、正確で確実な検査・治療に取り組んで
います。
　安全性への取組みは、事故防止や放射線被ばく低減に対して、
安全性が考慮された機器導入や高精度機器の導入に加え、放射
線検査やＭＲＩ検査などの危険な場所では、入室訓練や安全研修
会を開催し、安全マニュアルに沿った手順により事故の減少・防止
しに取り組んでいます。
　今回、技術局の医療の質の指標としては、専門技術向上におい
て、認定資格取得状況および技術力が評価できる病理迅速検査件
数と検体検査報告時間を掲示しました。また、安全性への取組み指
標としては、安全性へ最も取り組んでいるＭＲＩへの持ち込み禁止
物によるアクシデント発生率を掲示しました。

　医療における質はStructure(医療提供体制)、Process(臨床過
程)、Outcome(治療結果)によって捉えられ、適切な指標により継
続的に収集して分析・活用することが必要と言われています。
　当院は開院以来、各フロアに管理栄養士を常駐させ、医師、看
護師、薬剤師等とチーム医療による臨床栄養管理を実践してきま
した。近年、医師が実施する治療を効果的にするために、適切な
栄養評価と栄養管理の実施が極めて重要とされ、多くの研究が
報告されています。このことから、多職種との連携による栄養サ
ポートチームの中心的存在として、栄養を専門とする管理栄養士
の役割と必要性が定着してきつつあり、益々管理栄養士の専門
性を発揮するためのスキルアップが必要となってきました。このよ

うな現状から、栄養局では、専門領域の認定資格取得を医療の質
指標とし、積極的に学会発表や研修会に参加し、自己研鑽に努め、
認定資格取得に取り組んでいます。認定資格を取得することで、医
師やコメディカルスタッフとの共通用語の理解や、適切な栄養管理
の提案と実施が可能となり、より質の高い栄養管理の実施につな
げることが可能となります。
　次に管理栄養士が行う医療業務の一つに、治療食の必要な患
者さんに実施する栄養食事指導があります。糖尿病や脂質異常
症、慢性腎臓病などの生活習慣病は、食生活改善による食事療法
が必要となってきます。基本的に、医師の指示により指導を実施
しますが、管理栄養士は病状や臨床検査データの推移を、専門的

医療技術局「医療技術の質」インディケーター2012
分子 /分母および備考指標

番号 指標名称 H21 H22
算出
単位

病理迅速検査件数（件）

年度

年度

年度

年度

分子：組織診・細胞診の迅速検査件数　分母：ー

外来検体検査の報告
に要した時間（分）

ＭＲＩ検査室への持込
禁止物によるアクシデ
ント発生率（％）

分子：持込禁止物の持込によるアクシデント発生件数　
分母：ＭＲＩ検査実施件数
備考：ＭＲＩ検査では持込禁止物を持ち込むことによって、強力磁石によ
る吸着事故、高周波による火傷等の重大事故につながる。MRI検査の
安全性を評価する目的で、持込禁止物の持ち込み発生率を指標とし
た。H23年度の分母は7,796件、分子は3件。

医技
１

医技
2

分子：ガス、生化学、血糖、CBC、凝固の報告時間の統計　
分母：上記5項目それぞれの検査件数
備考：報告時間は、検体が検体検査室受付登録から、結果が電子カル
テ上に送信されるまでの平均時間。H23年度の項目別報告時間はガス
2分、生化学31分、血糖16分、CBC6分、凝固22分、尿17分。

医技
3

H23

0.06 0.00 0.04

12 13 18

384 423 404

細胞検査士 2

1

2

3

2

1

1

0

認定臨床エンブリオロジスト

超音波検査士（消化器）

輸血検査技師

認定HLA検査技術者

認定心電検査技師

心臓リハビリテーション指導士

核医学専門技師

放射線治療専門放射線技師

放射線治療品質管理士

検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師

救急撮影技師

各種資格取得人数内訳 各種資格取得人数内訳H21 H22

2

1

2

3

1

1

1

2

1

2

1

1

2

0

0

0

H21 H22

2

2

1

1

3

0

1

1

超音波検査士（血管領域）

超音波検査士（循環器）

放射線管理士

医療機器情報コミュニケータ（MDIC)

H23 H23

2

1

2

3

1

1

1

2

2

2

1

1

4

1

1

1

各種認定資格取得者数
（延べ人数）

医技
４

19 24 26 分子：各種専門領域認定資格取得者数  分母：－
備考：各分野の専門技術の質が向上する

な立場で評価し、指導の必要性を医師に提案しています。医師の承
認を得て、指導を実施しますが、管理栄養士の適切な指導により食
事療法のアドヒアランスと治療効果につなげることで、患者さんの
QOL向上及び医療の質を高めることになります。そこで、まず治療
食加算対象患者さんに対して、必要な栄養食事指導が適切に実施
できているかを評価することとしました。

　適切な指標を示すためには、臨床現場が理解・納得できる情報を
継続的に収集し，その情報を分析・活用することが必要です。今後
は、アウトカム評価として栄養管理による感染症抑制、在院日数の
短縮、糖尿病食事指導におけるHbA1cの推移等を治療効果の指
標として検討していきたいと考えています。

指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出
単位

治療食加算対象患者に対
する栄養指導実施率（％）

分子：個人・集団栄養指導の実施件数　
分母：治療食加算対象患者数年度

年度
栄養局に関連する各種認定
資格取得者数
（延べ人数）

分子：ー　分母：ー
備考：特定の専門領域の認定資格取得者の人数により、管理栄養
士による栄養管理および栄養治療の質が向上する。

指標
番号

栄養
１

栄養
２ 糖尿病療養指導士（日本糖尿病療養指導士認定機構） 3

0

0

栄養サポートチーム（ＮＳＴ）専門管理栄養士（日本静脈経腸栄養学会認定）

ＴＮＴ－Ｄ認定管理栄養士（日本栄養士会認定）

各種資格取得人数内訳 H21 H22

3

1

1

16.2

H23

19.7 35.0

3 5 5

H23

2

1

2

栄養局「臨床栄養管理の質」インディケーター

指標名称 H21 H22 分子 /分母および備考算出
単位

診療報酬請求業務の精度
向上（査定率%）

分子：保険請求に係るレセプトの総減点点数　
分母：保険請求に係る請求レセプトの総点数

年度

年度

年度

指標
番号

事務
１

事務
3

0.27

H23

0.27 0.33

事務局に関連する各種認定
資格取得者数
（延べ人数）

分子：ー　分母：ー
備考：特定の専門領域の認定資格取得者の人数により、事務職に
よる医療事務の質が向上する。

10 13 18

事務局「医療事務管理の質」インディケーター

診療報酬請求業務の精度
向上（返戻率%）

事務
2 1.57 1.37 1.34 分子：保険請求に係る返戻レセプトの件数

分母：保険請求に係る請求レセプトの件数

　事務局はＩＴセンター、地域医療センターを加え、行政職、診療情報
管理士、医療ソーシャルワーカー等の職種で構成されています。
　事務局では、診療報酬請求、ＩＴシステムの管理、退院調整等の業
務が「医療の質向上」につながると考えています。
　今回、事務局の医療の質の指標として、診療報酬請求業務の精

度向上を示す「査定率・返戻率」、診療情報管理、システム管理、退
院調整等の業務に必要となる各種認定資格として、「診療情報管
理士、医療情報技師、社会福祉士、精神保健福祉士」の資格取得者
数を掲示いたしました。

訂正とお詫び：

精神保健福祉士

診療情報管理士 2

0

5

3

医療情報技師

社会福祉士

各種資格取得人数内訳 H21 H22

3

2

5

3

H23

5

2

7

4

褥瘡発生率

一言コメント：ここは d2 以上の褥瘡。本院は別に d1 以上の褥瘡発生についても公表している。
褥瘡専門看護師の眼が行き届いている？

分子：調査期間における
分母対象患者のうち、d2
以上の褥瘡の院内新規発
生患者数
分母：入院延べ患者数

高知医療センター

にじ 12 月号（2012
年、第 86 号）の P3
に掲載しました、「褥
瘡発生率」の表に相
違がありました。読
者の皆さまならびに
関係各位にご迷惑を
お掛けしましたこと
をお詫びするととも
に、ここに改めまし
て、正しい表を掲載
させていただきます。

医療技術局における「医療の質向上への取り組み」について　医療技術局長　楠目雅彦

栄養局における「医療の質向上への取り組み」について　栄養局長　渡邊慶子

事務局における「医療の質向上への取り組み」について　事務局長　周藤健史


